
令和 提出
（宛先）下関市上下水道事業管理者

下関市 号

(フリガナ)

次のとおり、下関市下水道条例第５条第１項の規定による確認を申請します。

筋ヶ浜処理区 彦島処理区 山陰処理区 山陽処理区

川棚・小串処理区

豊北地区 豊田地区

新設 増設 改築 特定施設 除害施設

新設 くみ取便所改造 浄化槽切替 新築

増設 便所 排水施設

改築 建替新築 その他（

申請者同住所 他　下関市 町 丁目 番 号

登記簿上の土地の地番 番地

申請者使用 他　氏名 他 人

公道(　国 　県　 市　) 私道 私道工事

 確認番号  第　　 　 　　　　  号
確認印

 受付  令和      年      月      日

年 供 用 開 始

）

）

）

住 所

下関　太郎

1 番 1 号
水道水 井戸水 併用

その他（

番地

　　　　　　　　　　　 委任状
 委任者(申請者) 次の場合は承諾が必要です。

他人の土地に排水設備を布設する場合

他人の排水設備を使用する場合

共有する排水設備を使用する場合

氏 名

住 所

住 所

氏 名

住 所

氏 名

排 水 設 備
責 任 技 術 者

氏 名 　△△　△△

H0900022第登 録 番 号

共同幹線 他人の排水設備

※ 申請地に赤色で着色してください。□は該当するものに✔印を付けてください。

マンションアパート工場
氏 名

利子等補給制度 利用の有無 有 対象戸数無

戸数 1

利 用 区 分 及 び
戸 数 排 水 人 口

（

家事用

その他（

戸 　排水人口　　人

戸分

人）

店舗 事務所

申請者保管用 設 置 場 所 案 内 図

　この申請書は２部提出してください。そして、
管理者の計画確認を受けたもの１部を必ず受け
取り、大切に保管してください。

申 請 場 所
春日 町下関市 号丁目 7 番 32

番地

― 4排 水 設 備 の 新 設 等 計 画 確 認 申 請 書 山陰 山陽 豊浦 豊北 豊田 ）住宅地図 （ 中心部 彦島 A

年 月 日
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家屋の所有区分

氏 名 下関　太郎

電 話 083-231-1363

処 理 区 域 等

申 請 区 分

番 1

申請者
番地

シモノセキ　タロウ

住 所 南部 町 丁目 1

使 用 者

公 共 ま す
の 有 無

有 固着箇所

工 事 の 種 類

設 置 場 所
春日 7 32

5 1

公共ます設置申請　（局設置）

物件設置許可申請　（申請者設置）

開発行為による設置（申請者設置）

添付図書 平面図　その他指示する図書(排水設備工事内訳書、縦断面図、構造図等)

株式会社 水道工務店
代表取締役社長　〇〇　〇〇

施 工 業 者
排 水 設 備
指 定 工 事 店

株式会社 水道工務店
℡ 083-231-1111

　※ □は該当するものに✔印を付けてください。

名 称 及 び
代 表 者 名

工 事 期 間 着工予定 令和 年2 日15月11 完了予定 令和

お客さまサービス課 道路河川管理課

済み

該当なし

関 係 官 庁
へ の 届 出

済み

該当なし

済み

該当なし

号

該当なし

済み

下関市 南部 町

所在地 下関市 南部

 受任者(排水設備指定工事店)

号番丁目町 1010

丁目

4

　私は、上記排水設備に関する諸手続・工事施工の一切を下記の者
に委任します。

年 3 月 31 日 番地

家事用以外は
業種及び名称を記入

使用水

3

無 設置方法

持家 借家

書類作成にあたり注意すること

・この書類には、「その１(申請者控え)」、「その２(上下水道局控え)」の２種類あります。様式が異なりますので、

それぞれ１部ずつ出力の上、計２枚提出してください。

・用紙のサイズはＡ３を使用してください。

・パソコンで作成される場合、「その１」にデータを入力すれば自動的に「その２」へも表示されます。

・摩擦熱で消えるペンは使用しないでください。

日付は空欄のまま提出

（記載内容に不備がなければ窓口

にて記入していただきます。）

決裁期間が必要ですので、提出日から

おおむね1週間後を目安に記入

地図を貼付


